
 表２ 支援事業メニューのまとめ表 
事業区分（対象事業）、補助対象者、導入設備別の補助率、上限一覧 

 
【事業区分（対象事業）】                 【補助対象者（申請可能な事業者）】                    【導入再エネ設備】                     【補助率・上限】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①太陽光発電設備 

○Ｈ 1/3 以内（上限 9 万円/kW） 

）

②陸上風力発電・地熱発電設備（バイ

ナリー方式以外） 

③ ①及び②以外の発電・熱利用設備

（*5）

③ ①及び②以外のア）発電、 
ウ）発電・熱利用 

③ ①及び②以外の発電・熱利用設備

 （*5）

①太陽光発電設備 

①太陽光発電設備 

②陸上風力発電・地熱発電設備（バイ

ナリー方式以外） 

②陸上風力発電・地熱発電設備（バイ

ナリー方式以外） 

○Ａ 1/3 以内（上限 9 万円/kW） 

○Ｎ 1/3以内（上限 9万円/kW） 

○Ｅ 1/3 以内（上限 8 万円/kW） 

○Ｐ 2/3 以内 

○Ｒ 2/3 以内 

○Ｏ 1/3以内（上限 8万円/kW） 

○Ｉ 1/3 以内 

○Ｊ 1/2 以内 

○Ｕ 1/1（上限 2,000 万円） 

○Ｔ 1/1（上限 1,000 万円） 

○Ｍ 1/2 以内 

○Ｌ 2/3 以内 

○Ｋ 2/3 以内 

○Ｑ 1/3 以内 

○Ｓ 1/2 以内 

○Ｇ 1/2 以内 

（*2）嵩上げ優遇措置の要件 
①当該事業が地方公共団体の定める温対法に基づく地方

公共団体実行計画又は再生可能エネルギー計画に位置

付けられていること。 
②当該事業が地域の再生可能エネルギーの普及促進、地

域経済の活性化等につながることが見込めること。 
③地方公共団体と連携し普及啓発がなされること。 
④先進事例として他地域への普及可能性が特に優れた事

業であること。 

○Ｆ 1/3 以内 

○Ｂ 2/3 以内 

○Ｃ 2/3 以内 

○Ｄ 1/3以内（上限 9万円/kW） 

「補助対象経額の 1/3 以内」と「電池出力（kW（*4））
×9 万円/kW 計算額」のいずれか少ない額。 
（消費税抜きベースで比較） 
（*4）太陽電池出力は、電池モジュールの JIS 等に

基づく公称最大出力の合計値と、パワーコンデ

ィショナーの定格出力合計値の低い方で、kW
単位の小数点以下を切り捨てる。 

システム価格要件（28 万円/kW（消費税抜きベー

ス）以下）を満たすこと。 

システム価格要件（28 万円/kW（消費税抜きベース）

以下）を満たすこと。 

（*3）リースの場合、代表申請者は設備所有者（リ

ース会社）に限る。 

(*1)市町村により設立された

地方公共団体の組合を含む。 

設備導入事業か 
 
事業化計画策定・

調査事業か 

【第 1 号事業】 
再エネ発電・熱利

用設備導入事業 

第 4,5,6 号事業 

【第 5 号事業】 
熱利用設備を活用した

余熱有効利用化事業 

【第 4 号事業】 
離島の再エネ設備導

入促進事業 

【第 6 号事業】 
再エネ事業者支援事業費 

【第 2 号事業】 
再エネ発電・熱利用設備導入

事業化計画策定事業 

【第 3 号事業】 
温泉熱多段階利用推進調査事業

本土、離島 
地方公共団体、非営利法人等 

本土、離島 
地方公共団体、非営利法人等

本土 
営利法人、青色申告の個人事業主

本土、離島 
上記以外の地方公共団体、非営利法人等

離島 
地方公共団体、非営利法人等、営利法人 （*3）リース可

本土、離島 
指定都市以外の市町村(*1)   

上記以外の地方公共

団体（都道府県、指定

都市、特別区を含む）

指定都市以外

の市町村(*1) 

本土、地方公共団体 

設備導入事業 

事業化計画策定 
・調査事業 

本土、非営利法人等 

①太陽光発電設備 

②陸上風力発電・地熱発電設備（バイ

ナリー方式以外） 

③ ①及び②以外の発電・熱利用設備

（*5）

中小企業等

中小企業等以外の民間企業 

(*2)嵩上げ優遇措置の要件を満たす 

(*2)優遇措置の要件

を満たさない 

(*2)優遇措置の要件を満たす 

(*2)優遇措置の要件

を満たさない 

特別区

熱導管等の設備 

都道府県、指定都市 

同 上 

発電・熱利用設備（*5） 

発電・熱利用設備（*5） 

自動観測装置 

（*3）リース可

（*6）○Ａ～○Ｊ、○Ｎ～○Ｓの再生可能エネルギー発電設備

とともに蓄電システムを導入する場合の「システム

価格」要件等、「補助率、上限」については、交付規

程の当該欄を参照。 
 

（*5）発電・熱利用設備とは以下の設備を指す。 
   ア）発電 
   イ）熱利用 

 ウ）発電・熱利用 


